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「交換ランプ」商品形態侵害差止等請求事件：東京地裁平成 21(ワ)6909・平

成 22 年 11 月 12 日（民 40 部）判決〈請求棄却〉 

 

 

 

 

【事案の概要】 

１ 原告は，メタルハライド光源装置用の交換ランプである後記２(2)アの原

告２５０型ランプ及び同イの原告２５２型ランプ（以下，併せて「原告各ラン

プ」という。）を製造販売し，被告は，原告各ランプと互換性を有する交換ラ

ンプである後記２(3)アの被告２５０型ランプ及び同イの被告２５２型ランプ

（以下，併せて「被告各ランプ」という。）を製造販売している。 

 本件は，原告が，被告に対し，①原告各ランプの商品形態はいずれも需要者

の間に広く認識されている商品等表示に該当し，被告が被告各ランプを製造販

売する行為は不正競争防止法２条１項１号所定の不正競争に該当すると主張し

て，a)同法３条に基づき，被告商品の製造等の差止め及び廃棄，並びにb)同法

４条に基づき，損害賠償金５０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日

である平成２１年４月３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の

支払，又は②上記①b)の請求と選択的に，被告の原告各ランプと混同を生じさ

せようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して，民法７０９

条に基づき，損害賠償金５０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日で

ある平成２１年４月３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支

払を求める事案である。 

２ 前提事実 

(1) 当事者 

 ア 原告（株式会社目白プレシジョン）は，光学機器及び理化学機器等の製

造販売等を目的とする会社である。 

 イ 被告（河北ライティングソリューションズ株式会社）は，投光器用電球

光学及び理科学機械用電球等の光源の製造販売等を目的とする会社である。 

(2) 原告各ランプの製造販売等 

 ア 原告は，平成８年から原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０

（以下「原告２５０型光源装置」という。）用の交換ランプ（型式「ＭＨ

－２５０－７５００」）（以下「原告２５０型ランプ」という。）を製造

及び販売している。原告２５０型ランプの商品形態は別紙原告商品形態目

録１記載のとおりである（以下，同商品形態を「原告商品形態１」とい

う。）。（甲１３，検甲３，弁論の全趣旨） 
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 イ 原告は，平成１７年から原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２

（以下「原告２５２型光源装置」といい，原告２５０型光源装置と併せて

「原告各光源装置」という。）用の交換ランプ（型式「ＭＨ―２５０

Ｈ」）（以下「原告２５２型ランプ」という。）を製造及び販売している。

原告２５２型ランプの商品形態は別紙原告商品形態目録２記載のとおりで

ある（以下，同商品形態を「原告商品形態２」といい，原告商品形態１と

併せて「原告各商品形態」という。）。（甲１４，検甲４，弁論の全趣

旨） 

(3) 被告各ランプの製造販売等 

 ア 被告は，遅くとも平成１９年１１月ころから，別紙被告物件目録１記載

の交換ランプ（以下「被告２５０型ランプ」という。）を製造及び販売し

ている。被告２５０型ランプの商品形態は別紙被告商品形態目録１記載の

とおりである（以下，同商品形態を「被告商品形態１」という。）。（甲

１１，検甲１，弁論の全趣旨） 

 イ 被告は，遅くとも平成１８年１２月ころから，別紙被告物件目録２記載

の交換ランプ（以下「被告２５２型ランプ」という。）を製造及び販売し

ている。被告２５２型ランプの商品形態は別紙被告商品形態目録２記載の

とおりである（以下，同商品形態を「被告商品形態２」といい，被告商品

形態１と併せて「被告各商品形態」という。）。（甲１２，検甲２，弁論

の全趣旨） 

３ 争点 

(1) 不正競争防止法２条１項１号該当性 

 ア 原告各商品形態は周知の商品等表示といえるか。 

 イ 被告各商品形態は原告各商品形態と類似するか。 

 ウ 被告各商品形態の使用が原告各商品と混同を生じさせるおそれがあるか。 

(2) 一般不法行為の成否 

(3) 損害の発生及び額 

 

【判  断】 

１ 争点(1)ア（原告各商品形態は周知の商品等表示といえるか）について 

(1) 前提事実に加え，以下に掲げる証拠（各項に掲記）及び弁論の全趣旨に

よれば，以下の事実が認められる。 

 ア 原告各光源装置について 

   原告各光源装置は，いずれもハロゲンランプよりも照度が高く色合いも

白に近いメタルハライドランプを用いた高照度光源装置であり，その先端

に取り付けられた光ファイバー（ライトガイド）を経由して同装置から発
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せられる光を伝達する照明装置として使用される。同装置は，主に液晶パ

ネル製造設備等の大型ガラス板の外観検査用の照明という特殊な用途に使

用される製品であり，その購買層は検査機器メーカー，同機器の販売代理

店，液晶パネルメーカー等に限られている。（甲３，１７，弁論の全趣

旨） 

 イ 原告各ランプについて 

   原告各ランプは，それぞれ原告各光源装置に対応する交換ランプとして

開発製造されたものであり，原告各光源装置の機能や形状に適合するよう

に作られている。（甲１７，弁論の全趣旨） 

 ウ 主要なメーカーと流通経路等 

   日本においてメタルハライド光源装置（２５０Ｗクラス）とその交換ラ

ンプを製造販売している主要なメーカーとしては，原告のほか，岩崎電気

株式会社（以下「岩崎電気」という。），株式会社目白ゲノッセン（以下

「目白ゲノッセン」という。）及び株式会社ケンコー（以下「ケンコー」

という。）の３社が存在する。原告を含むこれらのメーカーは，いずれも

同光源装置をＯＥＭ製品としてＯＥＭ先の企業に提供したり，自社の販売

代理店を通じて出荷したり，あるいは自社において直接取引を行うことに

よってエンドユーザーに提供している。各メーカーの光源装置と交換ラン

プはいずれも規格が異なっており互換性がない。（甲１７，１９，弁論の

全趣旨） 

 エ 原告各光源装置の販売実績 

   原告は，平成８年から原告２５０型光源装置とその交換ランプである原

告２５０型ランプを，平成１７年から原告２５２型光源装置とその交換ラ

ンプである原告２５２型ランプをそれぞれ販売しており，原告提出の資料

（甲２７）によれば，平成８年３月から平成２１年２月までの間における

原告各光源装置の販売実績は次のとおりである。 

  (ｱ) 平成８年３月～平成９年２月     １４２台 

  (ｲ) 平成９年３月～平成１０年２月    ３７０台 

  (ｳ) 平成１０年３月～平成１１年２月   ４１３台 

  (ｴ) 平成１１年３月～平成１２年２月  １５０９台 

  (ｵ) 平成１２年３月～平成１３年２月  ３６４１台 

  (ｶ) 平成１３年３月～平成１４年２月   ８６５台 

  (ｷ) 平成１４年３月～平成１５年２月   ６２０台 

  (ｸ) 平成１５年３月～平成１６年２月  １２２１台 

  (ｹ) 平成１６年３月～平成１７年２月  １９４９台 

  (ｺ) 平成１７年３月～平成１８年２月  １８８７台 
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  (ｻ) 平成１８年３月～平成１９年２月  １５８６台 

  (ｼ) 平成１９年３月～平成２０年２月  １３３４台 

  (ｽ) 平成２０年３月～平成２１年２月  １４３０台 

  (ｾ) (ｱ)～(ｽ)合計          １６９６７台 

 オ 光源・照明市場における占有率 

   株式会社富士経済の市場調査によれば，メタルハライドランプの光源・

照明市場における原告のシェア（数量ベース）は，それぞれ平成１６年が

８７．５％，平成１７年が３０．１％，平成１８年が２７．１％，平成１

９年が２７．１％となっている。（甲１７，２８，２９，３１，３２） 

 カ 展示会への出展 

   原告は，平成７年から平成２０年までの間，原告各光源装置を画像処理

に関連する機器の展示会である国際画像機器展（日本画像・計測機器協議

会主催）又は画像センシング展（画像センシング技術研究会を開催母体と

する画像センシングシンポジウムに併設）に３回出展している（平成７年

の国際画像機器展，平成１４年及び平成１５年の画像センシング展の計３

回。ただし，ＯＥＭ供給先の企業が出展したものは除いている。）。ただ

し，これらの展示会のガイドブックに掲載されているのは，いずれも光源

装置又はレンズであって交換ランプは取り上げられていない。（甲１７，

２０～２３〔枝番号を含む。〕） 

 キ 原告各ランプの商品形態 

   原告各ランプの商品形態は，原告２５０型ランプが別紙原告商品形態目

録１，原告２５２型ランプが別紙原告商品形態目録２記載のとおりである。

（前提事実） 

   なお，原告２５２型光源装置及び原告２５２型ランプは，原告２５０型

光源装置及び原告２５０型ランプをヨーロッパ規格（ＣＥ）に合わせて改

良したものであり，原告各ランプは，接続コードとプラグ部が異なるだけ

で，その他の構成は全く同一である。（弁論の全趣旨） 

   また，原告２５０型ランプに使用される２５０型用プラグ及び原告２５

２型ランプに使用される２５２型用プラグは，いずれもメーカーがカタロ

グに掲載して販売していた量産品である（ただし，２５０型用プラグは旧

型品のため既にメーカーがカタログ掲載と一般販売を中止している。）。

（甲１６，乙７，８，弁論の全趣旨） 

 ク 他社製品の商品形態 

  (ｱ) 目白ゲノッセン（メタルハライド・２６５Ｗ）及び岩崎電気（メタ

ルハライド・２５０Ｗ）の交換ランプは，いずれも半球状の鏡面部を備

えた集光鏡，集光鏡に装着された発光部及び接続コードを備えたプラグ
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により構成されており，かつ，集光鏡の外周縁部ないし外周側面部には

位置決め用の切り欠き部が設けられている。（甲２４，３６，３７，乙

４，検甲５，検甲６） 

  (ｲ) ケンコーの交換ランプは，集光鏡及びプラグを備えておらず，原告

商品とは形状が大きく異なっている。（甲２４，３８，検甲７） 

  (ｳ) 日本フィリップス株式会社（以下「日本フィリップス」という。）

製３５㎜ダイクロイック・ミラー付きハロゲンランプ（型式「１３１６

５」）は，半球状の集光鏡を備えており，集光鏡の外周縁部には位置決

め用の切り欠き部が設けられている。（乙１の１～４） 

  (ｴ) 日本フィリップス製の３５㎜ハロゲンランプ（商品名「Ｒｅｆｌｅ

ｋｔｏｒ Ｅ５」）の集光鏡設計図には，半球状の集光鏡とその外周縁

部には位置決め用の切り欠き部の形状が描かれている。（乙２） 

  (ｵ) 東レエンジニアリング株式会社製のランプ（型式「ＴＥ２５０Ｍ０

１」，ランプナンバー「４９３１１」）は，半球状の集光鏡，集光鏡に

装着された発光部及び接続コードを備えており，かつ，集光鏡の外周縁

部には位置決め用の切り欠き部が設けられている。（乙３の１，２） 

(2) 以上認定した事実に基づき，原告各商品形態が法２条１項１号で保護さ

れる周知の商品等表示といえるか否かについて検討する。 

 ア 商品の形態は，一次的には商品の特性そのものであるが，二次的には商

品の出所を表示する機能をも併有し得るというべきであり，商品の形態が

他の同種商品と識別し得る独特の形態である場合には，商品出所表示機能

を有し法２条１項１号所定の商品等表示に該当する場合がある。そして，

独特の商品形態が長年使用され又は強力に広告宣伝等がされたことにより，

商品等表示として周知性を獲得した場合には，当該商品形態は同号による

保護を受けることができるが，他方，商品の形態が他の同種商品と比べて

ありふれたものである場合には，長年使用され又は強力に宣伝広告等がさ

れたとしても，商品等表示として周知性を獲得することはできない。 

 イ これを本件についてみるに，原告が主張する原告各ランプの形態的特徴

は，①集光鏡の形状が他社製品の奥行きよりも短く設計されており，他社

製品に比べて湾が浅い，②集光鏡の背面部外周縁の頂部にランプを光源装

置に取り付ける際の位置決め用切り欠き部が設けられている，③原告各光

源装置に対応するために形成された２５０型用プラグ又は２５２型用プラ

グが使用されているの３点である。 

   しかし，①については，ケンコーを除く他社製品がいずれも原告商品と

同様に半球状の集光鏡を備えていることは前記認定のとおりであって，こ

れによれば，奥行きの短さ，湾の浅さといった形状の相違は相対的な違い
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にすぎない。②についても，半球状の集光鏡を備える他社製品がいずれも

外周縁部ないし外周側面部に位置決め用の切り欠き部を備えていることは

前記認定のとおりであって，これによれば，同形のランプにとって，位置

決めのため同部位に切り欠き部を設けた形態自体は公知公用の機能的形態

であり，原告商品独自の形態であるとはいえない。また，③についても，

前記認定のとおり２５０型用プラグ及び２５２型用プラグはいずれも量産

品であって，それ自体特異な形態をしているとは認められない（このこと

は，現在，２５０型用プラグが市場に流通しておらず，原告に対してのみ

供給されていても，同様である。）。したがって，原告が原告各商品の形

態的特徴であると主張する上記①～③の各点は，いずれもそれだけで他の

同種商品と識別できるだけの形態的特徴であるとは認められず，これらを

組み合わせても，独自の形態的特徴を有するに至るとは認められない。そ

して，ほかに原告各ランプが他の同種商品と識別し得る独特の形態を有し

ていることについての主張立証はない。 

   また，原告商品の販売期間は原告２５０型ランプが約１４年間，原告２

５２型ランプは約５年間であるが，この間，原告各ランプがその形態によ

り他の同種商品と識別し得るに足りる強力な宣伝広告等がされたとの事実

も認められない（付言すれば，形態的特徴であると主張する上記①～③の

各点が需要者に明確に認識できるような方法で原告各ランプの宣伝広告等

が行なわれた事実すら認められない。）。 

   そうすると，原告各商品形態は，いずれもメタルハライド光源装置の交

換ランプとして，独特の形態であるとは認められない上，他の同種商品と

識別し得るに足りる強力な広告宣伝等がされたとも認められないのである

から，原告各商品形態が，原告の業務に係る交換ランプであることを示す

商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。 

 ウ 原告は，原告各ランプは，原告各光源装置と組織的機能的一体性を持っ

て形成されているため，原告各光源装置以外に適合することはなく，した

がって，原告各ランプの市場は原告各光源装置の流通先に限られるところ，

原告は少なくとも被告が現われるまでは同市場を独占していたので，同市

場において原告各商品形態は周知の商品等表示であると主張する。 

   しかしながら，原告各商品形態が交換ランプとしてごくありふれた形態

であって何ら独特の形状を有するものでなく，他の同種商品と識別し得る

に足りる強力な広告宣伝等がされたとも認められないことは前示のとおり

である。そうである以上，原告各ランプが原告各光源装置以外に適合しな

いことによりその需要者が限定されるとしても，需要者が原告各商品形態

をもって原告の商品等表示と認識するということはできないから，原告各
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商品形態が原告の商品等表示として周知性を獲得することはできない。ま

た，原告の主張が，原告各光源装置の形状に適合するための形態自体を特

徴的形態であるというのであれば，そのような形態は，原告各光源装置に

使用する交換ランプとしての互換性を維持するために他の形態を選択する

余地のない不可避的な形態であって，法２条１項１号の商品等表示の対象

からは除外されるというべきである。 

   したがって，原告の上記主張は，採用することができない。 

２ 争点(2)（一般不法行為の成否）について 

 原告は，被告は原告各ランプの形態のみならず，梱包やプラグの形態，被覆

コードの有無についてまで原告各ランプのそれを積極的に模倣して原告商品と

被告商品の混同を生じさせようとしており，これらの行為が圧倒的な市場占有

率を有する原告からの受注変更を獲得することを目的とした安易かつ不公正な

営業活動であることは明らかであるから，被告に不法行為が成立すると主張す

る。 

 しかしながら，原告の主張は原告各ランプの形態が法２条１項１号による保

護を受けるべき商品等表示に当たることを前提とするところ，同形態がこれに

当たらないことは前示のとおりであって，原告の主張はその前提を異にする上，

原告が模倣されたと主張する原告各ランプの梱包は，白色正方形のダンボール

箱と商品を保護するための白色の発泡スチロール様のものから成るごくありふ

れたものであって，何ら特徴的な形態を有するものではない（甲１０の１～

６）。また，前記認定の原告各ランプの需要者やその流通経路を考慮すれば，

需要者が商品の梱包やプラグの形態，被覆コードの有無に着目して商品を選択

しているとは認め難い上，被告が原告が主張するような不正な目的を持ってこ

れらの点を積極的に模倣したとも認め難い。 

 そうすると，原告の指摘する点は，いずれも被告に原告が主張するような不

正な目的があったことを推認させるに足りるとはいえず，ほかに被告が正当な

自由競争の範囲を逸脱した行為を行ったと認めるに足りる証拠もない。 

 以上によれば，被告に原告主張の不法行為が成立するということはできない。 

３ 結論 

 よって，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも

理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 

【論  説】 

１．一つの商品形態をめぐって、原告が不競法２条１項１号の適用を主張して

勝利を勝ち取ることは至難の業であることが、本件事例でも示されたといえる。 

 原告は当業界では有力な企業であるようであるが、同法同条項号の適用を得
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るためには、次の２つの要件が具備されていなければならないことを裁判所は

挙げている。 

(1) 商品の形態が、他の同種商品と識別し得る独特の形態である場合。 

(2) その独特な商品形態が、その商品等表示として長年使用された、又は強

力に広告宣伝等がされたことによって、商品等表示として周知性を獲得した

場合。 

 したがって、もし(1)の要件が具備されていない商品形態であれば、(2)の要

件の前提がなくなるから、商品等表示として周知性を獲得していると認定する

ことはできないと説示している。 

 

２．本件にあって原告自身は、原告の商品形態は原告商品の形態的特徴点であ

ると主張したが、それだけでは他の同種商品と識別できるだけの形態的特徴が

あるとは認定できず、これらを組み合わせても独自の形態的特徴を有するに至

っているとは認められない、と裁判所は認定した。 

 また、原告各ランプの形態が、他の同種商品と識別し得るに足りる強力な宣

伝広告等をしたとの事実も認められないとした。 

 

３．その結果、原告各ランプの形態は、それらが原告各光源装置以外には適合

しないものであることから、需要者が限定されているとしても、需要者は原告

各商品形態をもって原告の商品等表示と認識することはできないからとして、

裁判所は、原告各商品形態が原告の商品等表示として周知性を獲得することは

できないと認定した。 

 

４．以上までについては、裁判所の認定は納得できるが、さらに注目すべき点

は、原告が各光源装置の形状に適合するための形態自体を特徴的形態と主張し

ていることに対し、裁判所が、「そのような形態は、原告各光源装置に使用す

る交換ランプとしての互換性を維持するために他の形態を選択する余地のない

不可避的な形態であ」るから、これは「法２条１項１号の商品等表示の対象か

ら除外されるべきである。」と断定している点である。しかし、この点につい

ては、再考の余地があると思う。 

 また、ここに「他の形態を選択する余地のない不可避的な形態」とは、意匠

法５条３号に規定する「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからな

る意匠」に通ずる意匠の不登録事由となっているものであるから、そこのとこ

ろも考えてみると面白い。 

 

〔牛木 理一〕 
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（別紙） 

被告物件目録１ 

 

 原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプ（型式「ＫＨ

Ｄ／Ｒ２５０／ＤＣ－ＬＰ」） 

 

以上 

 

 

 

（別紙） 

被告物件目録２ 

 

 原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプ（型式「ＭＳ

Ｒ／Ｒ２５０／ＤＣ」） 

 

以上 
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（別紙） 

原告商品形態目録１ 

 

 原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプである「ＭＨ

－２５０－７５００」なる名称の別紙図面に示す交換ランプ 

 

記 

（１）原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプである

「ＭＨ－２５０－７５００」（以下、「２５０型ランプ」という）は、「メ

タルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０」（以下、「２５０型光源装置」とい

う）にのみ、交換して取付けることのできる交換ランプである。 

（２）「２５０型ランプ」は、半楕円形状の鏡面部を備えた集光鏡、集光鏡に

装着された発光部であるアーク灯（メタルハライドランプ）、および接続コ

ードを備えたプラグにより構成されている。 

（３）前記集光鏡は、耐熱ガラスにより形成され、鏡面部が可視光外の紫外線、

および赤外線は反射せず透過させ、可視光のみを反射する特性を有する素材

をコーティングして加工され、外形直径１１０ｍｍ、奥行５５ｍｍ、厚さ約

３．５ｍｍの大きさの半楕円形状に形成されている。また、前記集光鏡の中

央には、アーク灯を装着してセットするためのソケット部が取付けられると

共に、集光鏡の背面部外周縁の頂部には、「２５０型光源装置」に取付ける

際の位置決め用切欠き部が設けられている。 

（４）前記集光鏡の背面部には、接続コードのマイナス側を接続する接続端子

を取付けると共に、該接続端子からアーク灯の先端部のマイナス側端子と接

続する耐熱電線の挿入孔が穿設されている。 

（５）前記アーク灯は、「２５０型光源装置」用に改良されたフェニックス電

機株式会社製アーク灯を使用している。また、前記アーク灯の放熱フィンは、

１８０度位相を異にした１枚の放熱フィンを使用している。 

（６）前記プラグは、「２５０型光源装置」本体内に設置されたプラス側プラ

グ受けおよびマイナス側プラグ受けに差込むもので、図５に示すように、４

極プラグ（４個のプラグ受け差込み部を備えている）を使用していると共に、

前記「２５０型光源装置」本体内に設置されたプラス側プラグ受けおよびマ

イナス側プラグ受けに対応する両端部に位置するプラグ受け差込み部に、そ

れぞれ独立したプラス側接続コードとマイナス側接続コードとが連結接続さ

れ、扁平状で、且つ横長状に形成されている。また、前記接続コードおよび

プラグは、共に白色に着色されて形成されている。 

（７）前記プラグは、ＪＳＴ日本圧着端子製造株式会社製の型式ＬＰ－０４－
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のプラグを使用している。 

 

 

図面の説明 

 

 図１は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」を装着したメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２

５０の縦断面図である。 

 図２は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」を正面側から見た斜視図（写真）である。 

 図３は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」を背面側から見た斜視図（写真）である。 

 図４は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」の位置決め用切欠き部を背面側から見た拡大斜

視図（写真）である。 

 図５は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」のプラグの拡大斜視図（写真）である。 

 図６は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」のプラグの拡大平面図（写真）である。 

 図７は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０－７５００」における光の集光および反射状態を説明する概

略説明図である。 

 

 

符号の説明 

 

 １ ２５０型ランプ、 ２ ２５０型光源装置、 ３ 反射鏡、 

 ４ 円錐形状凹レンズ、 ５ 六角長尺レンズ、 ６ 鏡面部、 

 ７ 集光鏡、 ８ アーク灯、 ９ 接続コード、 １０ プラグ、 

 １１ 位置決め用切欠き部、 １２ 反射面、 １３ 光量調整板、 

 １４ 接続端子、 １５ 耐熱電線、 １６ 挿入孔、 １７ 放熱フィン。 
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（別紙） 

原告商品形態目録２ 

 

 原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプである「ＭＨ

－２５０Ｈ」なる名称の別紙図面に示す交換ランプ 

 

記 

（１）原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプである

「ＭＨ－２５０Ｈ」（以下、「２５２型ランプ」という）は、「メタルハラ

イド光源装置ＢＭＨ－２５２」（以下、「２５２型光源装置」という）にの

み、交換して取付けることのできる交換ランプである。 

（２）「２５２型ランプ」は、半楕円形状の鏡面部を備えた集光鏡、集光鏡に

装着された発光部であるアーク灯（メタルハライドランプ）、および接続コ

ードを備えたプラグにより構成されている。 

（３）前記集光鏡は、耐熱ガラスにより形成され、鏡面部が可視光外の紫外線、

および赤外線は反射せず透過させ、可視光のみを反射する特性を有する素材

をコーティングして加工され、外形直径１１０ｍｍ、奥行５５ｍｍ、厚さ約

３．５ｍｍの大きさの半楕円形状に形成されている。また、前記集光鏡の中

央には、アーク灯を装着してセットするためのソケット部が取付けられると

共に、集光鏡の背面部外周縁の頂部には、「２５２型光源装置」に取付ける

際の位置決め用切欠き部が設けられている。 

（４）前記集光鏡の背面部には、接続コードのマイナス側を接続する接続端子

を取付けると共に、該接続端子からアーク灯の先端部のマイナス側端子と接

続する耐熱電線の挿入孔が穿設されている。 

（５）前記アーク灯は、原告商品形態目録１記載の「２５０型光源装置」用に

改良されたフェニックス電機株式会社製ランプを使用している。また、アー

ク灯の放熱フィンは、１８０度位相を異にした１枚の放熱フィンを使用して

いる。 

（６）前記プラグは、「２５２型光源装置」本体内に設置されたプラス側プラ

グ受けおよびマイナス側プラグ受けに差込むもので、該プラグには、２個の

プラグ受け差込み部が設けられると共に、該２個のプラグ受け差込み部はそ

れぞれ一体に接合固定して形成され、且つ前記「２５２型光源装置」本体内

に設置されたプラス側プラグ受けおよびマイナス側プラグ受けに対応するプ

ラグ受け差込み部に、それぞれ独立したプラス側接続コードとマイナス側接

続コードとが連結接続されて形成されている。また、前記接続コードおよび

プラグは、共に黒色に着色されて形成されている。 
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（７）前記プラグは、ＳＭＫ株式会社製の型式１０１ＣＣＴ－１１２－０１Ｆ

のプラグを使用している。 

（８）前記原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」は、ヨーロッパ規格（ＣＥ）に合わせて、前記原告商

品形態目録１記載の「メタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０」および「Ｍ

Ｈ－２５０－７５００」を改良したものであり、両者の交換ランプである

「ＭＨ－２５０Ｈ」と「ＭＨ－２５０－７５００」との違いは、接続コード

およびプラグ部が異なるだけで、その他の構成は全く同一である。 

 

図面の説明 

 

 図１は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」を装着したメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２の縦

断面図である。 

 図２は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」を正面側から見た斜視図（写真）である。 

 図３は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」を背面側から見た斜視図（写真）である。 

 図４は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」の位置決め用切欠き部を背面側から見た拡大斜視図（写

真）である。 

 図５は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」のプラグの拡大斜視図（写真）である。 

 図６は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」のプラグの拡大平面図（写真）である。 

 図７は、原告のメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２用の交換ランプであ

る「ＭＨ－２５０Ｈ」における光の集光および反射状態を説明する概略説明図

である。 

 

符号の説明 

 

 １ ２５２型ランプ、 ２ ２５２型光源装置、 ３ 反射鏡、 

 ４ 円錐形状凹レンズ、 ５ 六角長尺レンズ、 ６ 鏡面部、 

 ７ 集光鏡、 ８ アーク灯、 ９ 接続コード、 １０ プラグ、 

 １１ 位置決め用切欠き部、 １２ 反射面、 １３ 光量調整板、 

 １４ 接続端子、 １５ 耐熱電線、 １６ 挿入孔、 １７ 放熱フィン。 
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（別紙） 

被告商品形態目録１ 

 

 原告製品であるメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５０に取り付ける交換ラ

ンプであって、該交換ランプは、集光鏡Ａ、集光鏡Ａに装着されるアーク灯

（メタルハライドランプ）Ｂ、および接続コードを備えたプラグＣの各部材に

より形成され、該各部材は下記のように形成される。 

（１）前記集光鏡Ａは、前面部に、外形直径１１０ｍｍの大きさに開口した開

口端部１を備えた板厚約３．５ｍｍ、奥行約５５ｍｍの耐熱ガラスにより全

体形状が半楕円形状の半球体２に形成され、且つ該半球体２の内壁面には全

面に亘って可視光外の紫外線および赤外線は反射せず透過させ、可視光のみ

を反射する素材をコーティングして鏡面部３に形成すると共に、前記半球体

２の底壁中央には、アーク灯Ｂを装着する装着孔４が穿設され、更に半球体

２の外壁面は全面に亘って梨地面５に形成されると共に、前記半球体２の外

壁面の外周縁の頂部に位置決め用の切欠き部６を凹設する一方、該半球体２

の外壁面にマイナス側接続コード７を接続する接続端子８を取付けると共に、

該接続端子８からアーク灯Ｂの先端部の陰極側リード線９に接続する耐熱電

線１０の挿入孔１１を穿設して形成され、 

（２）前記アーク灯Ｂは、中間に径大な中空球状の発光部１２を一体に連結し

た全長９０ｍｍ、直径７ｍｍの円柱状の透明ガラス１３で形成されており、

且つ前記発光部１２には、間隔を有して陽極１４と陰極１５が対向して設置

され、前記陰極１５の上端には前記透明ガラス１３内に配設された陰極側モ

リブデン箔１６の下端が連結されると共に、該陰極側モリブデン箔１６の上

端には前記陰極側リード線９の下端が連結固定され、且つ該陰極側リード線

９の上端は前記透明ガラス１３を貫通して上方へ突出し、更に、前記陽極１

４の下端には透明ガラス１３内に配設された陽極側モリブデン箔１７の上端

が連結されると共に、該陽極側モリブデン箔１７の下端には陽極側リード線

１８の上端が連結固定され、且つ該陽極側リード線１８の下方部は前記透明

ガラス１３を貫通して下方へ突出し、且つ前記透明ガラス１３の下方部外周

には、前記集光鏡Ａにアーク灯Ｂを固定する口金１９が固定される一方、前

記透明ガラス１３より上方へ突出した陰極側リード線９には、前記集光鏡Ａ

の半径より短い、長さ４０ｍｍの１枚の放熱フィン２０の基端部が連結され、

また、前記発光部１２の上・下部の透明ガラス１３の外周面には保温膜２

１・２２がそれぞれ周設されると共に、トリガーワイヤ２３が、前記陰極側

リード線９に先端を連結すると共に、前記透明ガラス１３に摺接しながら下

方へ延長されて、前記上部側の保護膜２１の上方の透明ガラス１３の外周面
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に１回巻回し、更に下方へ延長して前記下部側の保温膜２２の下方の透明ガ

ラス１３の外周面に１回巻回して連結して形成される一方、前記アーク灯Ｂ

の口金１９を前記集光鏡Ａの底壁中央の装着孔４に貫通して接着剤２４で一

体に固定すると共に、該アーク灯Ｂの口金１９にストッパー部２５の外側ま

で貫通させて前記集光鏡Ａにアーク灯Ｂを固定するよう形成され、 

（３）前記プラグＣは、全体的に白色調に着色されて形成され、長さ２７ｍｍ、

巾２６ｍｍで、４個の接続コード差込部を備えると共に、一方側側壁に鉤状

の突起２６を僅かに開閉可能に突設した４極プラグ２７の両端部に位置する

接続コード差込部を、プラス側プラグ受け差込部２８とマイナス側プラグ受

け差込部２９とすると共に、該プラス側プラグ受け差込部２８とマイナス側

プラグ受け差込部２９に長さ約１００ｍｍのプラス側接続コード３０と、長

さ約１３０ｍｍのマイナス側接続コード７の各基端部が連結接続される一方、

前記プラス側接続コード３０の先端部には、前記集光鏡Ａに取付られたアー

ク灯Ｂの陽極側リード線１８に接続するリング状端子３１が連結されて、該

リング状端子３１を前記陽極側リード線１８に嵌挿してナット３２を螺挿固

定し、更に前記マイナス側接続コード７の先端部には、前記集光鏡Ａに取付

けられたアーク灯Ｂの陰極側リード線９に先端部を接続された耐熱電線１０

の基端部に連結された接続端子８に接続するリング状端子３３が連結されて、

該リング状端子３３を前記接続端子８に嵌挿接続してビス３４を螺挿固定で

きるよう形成されている。 

 

 

図面の説明 

 

 図１は、交換ランプを正面斜め方向から見た全体の斜視図である。 

 図２は、交換ランプを背面斜め方向から見た全体の斜視図である。 

 図３は、交換ランプのプラグを省略して一部を切欠いて示す側面図である。 

 図４は、アーク灯の一部を断面して示す正面図である。 

 図５は、プラグの要部を正面斜め上方より見た斜視図である。 

 図６は、プラグの要部を底面斜め下方より見た斜視図である。 
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（別紙） 

被告商品形態目録２ 

 

 原告製品であるメタルハライド光源装置ＢＭＨ－２５２に取り付ける交換ラ

ンプであって、該交換ランプは、集光鏡Ａ、集光鏡Ａに装着されるアーク灯

（メタルハライドランプ）Ｂ、および接続コードを備えたプラグＣの各部材に

より形成され、該各部材は下記のように形成される。 

（１）前記集光鏡Ａは、前面部に、外形直径１１０ｍｍの大きさに開口した開

口端部１を備えた板厚約３．５ｍｍ、奥行約５５ｍｍの耐熱ガラスにより全

体形状が半楕円形状の半球体２に形成され、且つ該半球体２の内壁面には全

面に亘って可視光外の紫外線および赤外線は反射せず透過させ、可視光のみ

を反射する素材をコーティングして鏡面部３に形成すると共に、前記半球体

２の底壁中央には、アーク灯Ｂを装着する装着孔４が穿設され、更に半球体

２の外壁面は全面に亘って梨地面５に形成されると共に、前記半球体２の外

壁面の外周縁の頂部に位置決め用の切欠き部６を凹設する一方、該半球体２

の外壁面にマイナス側接続コード７を接続する接続端子８を取付けると共に、

該接続端子８からアーク灯Ｂの先端部の陰極側リード線９に接続する耐熱電

線１０の挿入孔１１を穿設して形成され、 

（２）前記アーク灯Ｂは、中間に径大な中空球状の発光部１２を一体に連結し

た全長９０ｍｍ、直径７ｍｍの円柱状の透明ガラス１３で形成されており、

且つ前記発光部１２には、間隔を有して陽極１４と陰極１５が対向して設置

され、前記陰極１５の上端には前記透明ガラス１３内に配設された陰極側モ

リブデン箔１６の下端が連結されると共に、該陰極側モリブデン箔１６の上

端には前記陰極側リード線９の下端が連結固定され、且つ該陰極側リード線

９の上端は前記透明ガラス１３を貫通して上方へ突出し、更に、前記陽極１

４の下端には透明ガラス１３内に配設された陽極側モリブデン箔１７の上端

が連結されると共に、該陽極側モリブデン箔１７の下端には陽極側リード線

１８の上端が連結固定され、且つ該陽極側リード線１８の下方部は前記透明

ガラス１３を貫通して下方へ突出し、且つ前記透明ガラス１３の下方部外周

には、前記集光鏡Ａにアーク灯Ｂを固定する口金１９が固定される一方、前

記透明ガラス１３より上方へ突出した陰極側リード線９には、前記集光鏡Ａ

の半径より短い、長さ４０ｍｍの１枚の放熱フィン２０の基端部が連結され、

また、前記発光部１２の上・下部の透明ガラス１３の外周面には保温膜２

１・２２がそれぞれ周設されると共に、トリガーワイヤ２３が、前記陰極側

リード線９に先端を連結すると共に、前記透明ガラス１３に摺接しながら下

方へ延長されて、前記上部側の保護膜２１の上方の透明ガラス１３の外周面
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に１回巻回し、更に下方へ延長して前記下部側の保温膜２２の下方の透明ガ

ラス１３の外周面に１回巻回して連結して形成される一方、前記アーク灯Ｂ

の口金１９を前記集光鏡Ａの底壁中央の装着孔４に貫通して接着剤２４で一

体に固定すると共に、該アーク灯Ｂの口金１９にストッパー部２５の外側ま

で貫通させて前記集光鏡Ａにアーク灯Ｂを固定するよう形成され、 

（３）前記プラグＣは、全体的に黒色調に形成され、長さ２２ｍｍのプラス側

プラグ受け差込部２６とマイナス側プラグ受け差込部２７を備え、且つ該各

差込部２６・２７はそれぞれ一体に接合固定して、巾２４ｍｍに形成され、

中間部には巾３ｍｍの突起２８が両側へ突設して形成されると共に、長さ約

１００ｍｍのプラス側接続コード２９と、長さ約１３０ｍｍのマイナス側接

続コード７の各基端部が、前記プラス側プラグ受け差込部２６とマイナス側

プラグ受け差込部２７にそれぞれ連結される一方、前記プラス側接続コード

２９の先端部には、前記集光鏡Ａに取付けられたアーク灯Ｂの陽極側リード

線１８に接続するリング状端子３０が連結されて、該リング状端子３０を前

記陽極側リード線１８に嵌挿してナット３１を螺挿固定し、更に前記マイナ

ス側接続コード７の先端部には、前記集光鏡Ａに取付けられたアーク灯Ｂの

陰極側リード線９に先端部を接続された耐熱電線１０の基端部に連結された

接続端子８に接続するリング状端子３２が連結されて、該リング状端子３２

を前記接続端子８に嵌挿接続してビス３３を螺挿固定できるよう形成されて

いる。 

 

 

図面の説明 

 

 図１は、交換ランプを正面斜め方向から見た全体の斜視図である。 

 図２は、交換ランプを背面斜め方向から見た全体の斜視図である。 

 図３は、交換ランプのプラグを省略して一部を切欠いて示す側面図である。 

 図４は、アーク灯の一部を断面して示す正面図である。 

 図５は、プラグの要部を正面斜め上方より見た斜視図である。 

 図６は、プラグの要部を底面斜め下方より見た斜視図である。 
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